笠置町農業委員会委員募集要項

　農業委員会等に関する法律に基づき、笠置町農業委員会の委員を次のとおり募集します。


１　募集人数
　　１０人

２　任期
　　令和８年７月２０日 から 令和１１年７月１９日まで

３　笠置町の特別職の非常勤職員

４　主な業務内容
　　農地法に基づく許認可業務の審査及び、担い手への農地の集積・集約化、耕
作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進等、農業委員会の所掌に属する事
項について業務を行う。

５　委員報酬
　　会長　　１０，０００円（月額）
　　委員　　　８，０００円（月額）

６　推薦を受ける者及び応募する者の資格
　　農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その
他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことがで
きる方。
ただし、次のいずれかに該当する場合は農業委員になることはできません。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 他の市町村で農業委員又は農地利用最適化推進委員に応募している者



７　推薦及び応募に係る手続き等
（1） の様式に必要事項を記入のうえ、（２）の期間内に（３）の必要書
　　類を添えて、郵送又は持参により笠置町役場建設産業課へご提出ください。
　　　なお、（１）の様式は建設産業課窓口に備えるほか、笠置町ホームページ
からもダウンロードできます。
（1） 推薦及び募集の様式
	区　　分
	様　　式

	個人による推薦
	別記様式１号　個人が推薦する場合

	団体等による推薦
	別記様式２号　団体等が推薦する場合

	応募
	別記様式３号　応募する場合


（2） 推薦及び応募の受付期間
　　　　令和８年４月１日 から ４月３０日まで
　　　　　※最終日の午後５時１５分必着
　　（３）必要書類
　　　　推薦を受ける者又は応募する者の住民票（提出日前３ヵ月以内に発行
されたもの）
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８　選任方法等
　　募集人数を超えたときなど必要と認めるときは、笠置町農業委員選考委員会により候補者を選考し、町長が候補者を決定した後、町議会の同意を得て、任命します。
　なお、選考の過程において面接等を実施する場合があります。

９　公表
　　受付期間の中間及び終了後に、推薦及び応募に関する書類をもとに、住所、電話番号以外の情報を公表します。

１０　推薦及び応募に係る書類の提出先及び問い合わせ先
　　〒６１９－１３０３
　　京都府相楽郡笠置町笠置西通９０番地の１
　　笠置町役場 建設産業課
　　電話番号 ０７４３－９５－２３２６

